
 

 

（写） 

龍ケ崎市中小企業事業資金融資あっ旋条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月１９日                                    

龍ケ崎市長 萩 原  勇       

 

龍ケ崎市条例第２２号 

龍ケ崎市中小企業事業資金融資あっ旋条例の一部を改正する条例 

龍ケ崎市中小企業事業資金融資あっ旋条例（平成２１年龍ケ崎市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

龍ケ崎市中小企業事業資金融資あっせん条例 

（目的） 

第１条 この条例は、市内の中小企業者に対する事業資金の融資及びこ

れに関する保証をあっせんし、もって市内中小企業者の金融の円滑化

を図ることを目的とする。 

（融資保証あっせん） 

第３条 融資保証のあっせんは、第５条に規定する振興金融及び自治金

融に区分して取り扱うことができるものとする。 

２ 前項に規定する融資保証のあっせんは、市長が別に指定する商工会

（以下「商工会」という。）が行うものとする。 

 （融資保証あっせんの対象） 

第４条 融資保証のあっせんを受けることができる者は、本市において

３月以上（特別小口保証については、１年以上）事務所を有し、中小

企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条に規定す

る業種に属する事業を営み、かつ、市民税、固定資産税・都市計画税、

軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び下水道使用料を完納し、 

龍ケ崎市中小企業事業資金融資あっ旋条例 

（目的） 

第１条 この条例は、市内の中小企業者に対する事業資金の融資及びこ

れに関する保証をあっ旋し、もって市内中小企業者の金融の円滑化を

図ることを目的とする。 

 （融資保証あっ旋） 

第３条 融資保証のあっ旋は、第５条に規定する振興金融及び自治金融

に区分して取り扱うことができるものとする。 

２ 前項に規定する融資保証のあっ旋は、市長が別に指定する商工会

（以下「商工会」という。）が行うものとする。 

 （融資保証あっ旋の対象） 

第４条 融資保証のあっ旋を受けることができる者は、本市において３

月以上（特別小口保証については、１年以上）事務所を有し、中小企

業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第 1 条に規定する

業種に属する事業を営み、かつ、市民税、固定資産税・都市計画税、

軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び下水道使用料を完納し、 



 

 

 又は完納する見込みが確実なものとする。ただし、保証協会の代位弁

済を受けてこれを完済していないものについては、この限りでない。 

（資金の使途） 

第５条 融資保証のあっせんを受けられる資金は、次の各号のいずれか 

に該当するものとする。 

 (1)     省  略 

 (2)     省  略 

 （融資保証あっせん総額の最高限度額） 

第６条 市長及び商工会の長（以下「商工会長」という。）が融資保証

をあっせんできるあっせん総額の最高限度額は、市が保証協会に出え

んした累積額の８０倍とする。 

 （１企業に対する融資保証あっせんの最高限度額） 

第７条 融資保証をあっせんする１企業に対する最高限度額は、次のと 

おりとする。 

 (1)     省  略 

 (2)     省  略 

（融資保証期間の最長限度） 

第８条 あっせんする融資保証の期間の最長限度は、次のとおりとす

る。 

 (1) 振興金融 

ア 設備資金 １０年 

イ 運転資金 １０年 

 (2) 自治金融 

ア 設備資金 １０年 

イ 運転資金 １０年 

（貸付方法及び返済方法） 

第９条 あっせんする融資保証の貸付方法及び返済方法は、次のとおり

とする。 

 又は完納する見込みが確実なものとする。ただし、保証協会の代位弁

済を受けてこれを完済していないものについては、この限りでない。 

（資金の使途） 

第５条 融資保証のあっ旋を受けられる資金は、次の各号のいずれかに 

該当するものとする。 

 (1)     省  略 

 (2)     省  略 

 （融資保証あっ旋総額の最高限度額） 

第６条 市長及び商工会の長（以下「商工会長」という。）が融資保証

をあっ旋できるあっ旋総額の最高限度額は、市が保証協会に出えんし

た累積額の８０倍とする。 

 （１企業に対する融資保証あっ旋の最高限度額） 

第７条 融資保証をあっ旋する１企業に対する最高限度額は、次のとお

りとする。 

 (1)     省  略 

 (2)     省  略 

（融資保証あっ旋期間の最長限度） 

第８条 融資保証をあっ旋する期間の最長限度は、次のとおりとする。 

 

 (1) 振興金融 

ア 設備資金 ７年 

イ 運転資金 ７年 

 (2) 自治金融 

ア 設備資金 ７年 

イ 運転資金 ７年 

（貸付方法及び返済方法） 

第９条 あっ旋する融資保証の貸付方法及び返済方法は、次のとおりと

する。 



 

 

 (1)     省  略 

 (2)     省  略 

（保証人及び担保） 

第10条 あっせんする融資保証の連帯保証人は、原則として法人代表者

のみとし、必要に応じて物的担保を徴するものとする。ただし、特別

小口保証の場合は、この限りでない。 

 （あっせんの申込み） 

第11条 融資保証のあっせんを依頼しようとする者は、別に定める申込

書３部を商工会長に提出しなければならない。 

（審査委員会の設置） 

第12条 商工会長は、適正な融資あっせんの実施に資するため、市長と

協議の上、融資あっせん審査委員会（以下「審査委員会」という。）

を設置する。 

 （融資保証あっせんの審査） 

第13条 商工会長は、第１１条の申込みを受けた場合には、審査委員会

に諮問し、あっせんの手続を行うものとする。ただし、自治金融にあ

っては、本制度の融資実績がある者及び新規利用で資金需要が急を要

する者からの申込みについては、商工会長があっせん手続を行い、そ

れを審査委員会へ報告するものとする。 

（資金使途の変更） 

第14条 融資保証のあっせんを受けた者が、その資金の使途を変更しよ

うとする場合には、あらかじめ商工会長の承認を得なければならな

い。 

（調査及び指示権） 

第15条 市長又は商工会長は、そのあっせんに係る融資金に関して必要

な限度において、被あっせん者につき調査し、若しくは報告を徴し、

又は指示をすることができる。 

 （被あっせん者の報告義務） 

 (1)     省  略 

 (2)     省  略 

（保証人及び担保） 

第10条 あっ旋する融資保証の連帯保証人は、原則として法人代表者の

みとし、必要に応じて物的担保を徴するものとする。ただし、特別小

口保証の場合は、この限りでない。 

（あっ旋の申込み） 

第11条 融資保証のあっ旋を依頼しようとする者は、別に定める申込書

３部を商工会長に提出しなければならない。 

 （審査委員会の設置） 

第12条 商工会長は、適正な融資あっ旋の実施に資するため、市長と協

議の上、融資あっ旋審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設

置する。 

 （融資保証あっ旋の審査） 

第13条 商工会長は、第１１条の申込みを受けた場合には、審査委員会

に諮問し、あっ旋の手続を行うものとする。ただし、自治金融にあっ

ては、本制度の融資実績がある者及び新規利用で資金需要が急を要す

る者からの申込みについては、商工会長があっ旋手続を行い、それを

審査委員会へ報告するものとする。 

（資金使途の変更） 

第14条 融資保証のあっ旋を受けた者が、その資金の使途を変更しよう

とする場合には、あらかじめ商工会長の承認を得なければならない。 

 

（調査及び指示権） 

第15条 市長又は商工会長は、そのあっ旋に係る融資金に関して必要な

限度において、被あっ旋者につき調査し、若しくは報告を徴し、又は

指示をすることができる。 

 （被あっ旋者の報告義務） 



 

 

第16条 融資保証のあっせんを受けた者は、その事業経営に関し重大な

事由が発生したときは、商工会長に直ちに報告しなければならない。

この場合において、商工会長は、市長に対してその内容を直ちに報告

しなければならない。 

（損失補償） 

第18条 市長は、この条例に基づき融資のあっせんを行った資金に係る

債務を、保証協会が中小企業に代わって金融機関に代位弁済し、損失

を受けたときは、その受けた損失額の２分の１に相当する金額を保証

協会に補償するものとする。 

２      省  略 

第16条 融資保証のあっ旋を受けた者は、その事業経営に関し重大な事

由が発生したときは、商工会長に直ちに報告しなければならない。こ

の場合において、商工会長は、市長に対してその内容を直ちに報告し

なければならない。 

 （損失補償） 

第18条 市長は、この条例に基づき融資のあっ旋を行った資金に係る債

務を、保証協会が中小企業に代わって金融機関に代位弁済し、損失を

受けたときは、その受けた損失額の２分の１に相当する金額を保証協

会に補償するものとする。 

２      省  略 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第８条の規定は、この条例の施行の日以後に融資保証のあっせんをする者について適用し、同日前に融資保証のあっせんをした者に

ついては、なお従前の例による。 


